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 第 1 章 計画の策定について 

 

１－１ 策定の背景                   

 

（１）今までの取組みの経緯 

世田谷区（以下「区」という。）は、昭和 57 年（1982 年）より区民、事業者、

関係団体と協働して、社会の様々な障壁（バリア）をなくす施策を進め、平成７

年（1995 年）に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」（以下「いえ・まち推進

条例」という。）を制定しました。その後、少子高齢社会、人口減少社会を迎えた

ことで、これまでの歩みをより強く確実なものにし、更に年齢、性別、国籍、能

力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り公平に社会参加し、自立できる生

活環境の実現が求められるようになりました。 

こうした状況の中、社会における様々なバリアをなくすにとどまらず、すべて

の区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参

加することができる社会を築くための「ユニバーサルデザイン※１」（下記解説）

の考え方に基づく取組みを推進するために、平成 19 年（2007 年）に「いえ・

まち推進条例」の理念を継承して発展させ、新たに「世田谷区ユニバーサルデザ

イン推進条例」（以下「ユニバーサルデザイン推進条例」という。）を制定しまし

た。 

ユニバーサルデザイン推進条例の制定後、その理念を具現化するために、平成

21 年（2009 年）に「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」（以下「推進計

画」という。）を策定して目標、基本方針のもとに６年間、各施策・事業を実施し、

その後平成 27 年（2015 年）より 10 年間の計画で、推進計画（第２期）を策

定し、各施策・事業を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しや

すい生活環境にする考え方です。 

これまでのバリアフリーの取組みは、高齢者や障害者等が生活を営む上

での様々なバリア（物理的、制度、文化・情報、意識等）のすべてを取り除

くことが目的でしたが、あらかじめ多様なニーズを想像し、「バリアを最初

から作らない」、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバ

ーサルデザインの考え方とともに LGBTQ などの多様性を尊重し、区は生

活環境の整備を進めています。 
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（２）推進計画（第３期）に向けて 

推進計画においては毎年度、各施策・事業の状況を点検し、評価と改善を行う

スパイラルアップ※２（下記解説）の仕組みを取入れ、ユニバーサルデザインの

取組みを着実に進めてきました。 

第２期計画期間中には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

（以下「東京２０２０大会」という。）の開催を契機とした、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」という。）」の改

正が行われ、ソフト面の対策強化や心のバリアフリーの取組みの推進、移動等円

滑化促進方針に関する制度が追加されました。 

また、これまでのユニバーサルデザインの取組みが評価され、令和元年（2019

年）10 月に先導的共生社会ホストタウンに認定されたことを受け、更なる「共生

社会」の実現を目指す方針として、バリアフリー法に基づく促進方針制度を活用

し、令和５年（2023 年）６月に「世田谷区移動等円滑化促進方針」を策定しま

した。 

これまでの取組みに磨きをかけるとともに、少子高齢化に伴う働き手不足や

ICT の普及、大規模災害の発生など、新たな社会の変化による課題を踏まえ、世

田谷区移動等円滑化促進方針と推進計画の取組みを連携させながら、一体的なユ

ニバーサルデザインのまちづくりを推進し、地域共生社会の実現を目指していく

ため、平成３０年度（2018 年度）に策定した「推進計画（第２期）後期」を見

直し、「推進計画（第３期）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 
  

※２ スパイラルアップ 

「点検⇒事後評価⇒改善して事業へ反映」の手順を繰り返し、施策・取組

みの継続的な発展を目指す方法のことです。 
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１－２ 推進計画とは                  
 

すべての区民が個人として尊重され、共に支えあいながら、将来にわたって活

力に満ちた世田谷をつくりあげていくことができるように、区、区民、事業者及

び関係団体が協働しながら、だれもが安全で利用しやすい生活環境の整備※３

（下記解説）を推進していくための具体的な計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の目的                      
 

区は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づき生活環境の整備を進めてきました。 

これまでの取組みを一層推進するとともに、多様性の尊重や、社会的変化に伴

う多様なニーズに対応した、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進すること

を目的とします。 

 

 

  

※３ 生活環境の整備 

「公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供に

ついて適切な措置をとること」とユニバーサルデザイン推進条例第２条で

定めています。 

なお、公共的施設とは、区立施設だけではなく病院、店舗、学校、道路、

公園等の多くの人が利用する施設です。 
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１－４ 計画の位置づけ                 
 

（１）各計画との関係 

推進計画は、ユニバーサルデザイン推進条例第７条第１項に定める、生活環境

の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画で

す。 

区の上位計画である「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」に示されたビジ

ョンや基本方針等を踏まえるとともに、他の行政計画との連携・整合性を図りな

がら、世田谷区移動等円滑化促進方針と一体的にユニバーサルデザインのまちづ

くりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【区】 

世田谷区ユニバーサル

デザイン推進条例 

【国】 

「高齢者、障害者等の 

移動等の円滑化の促進 

に関する法律」 

（バリアフリー法） 

関連する計画 

◆せたがやインクルージョンプラン 

（世田谷区障害施策推進計画） 

◆世田谷区高齢者保健福祉計画・介護 

保険事業計画 

◆世田谷区男女共同参画プラン 

◆世田谷区多文化共生プラン 

◆世田谷区子ども・若者総合計画 

◆世田谷区教育振興基本計画 

◆世田谷区認知症とともに生きる希

望計画 

◆世田谷区地域公共交通計画  等 
：基づく ：整合 

世田谷区基本構想 

【都】 

東京都福祉の 

まちづくり条例 

世田谷区基本計画 

世田谷区 

移動等円滑化促進方針 

世田谷区 

ユニバーサルデザイン推進計画 

一体的にユニバーサルデザインのまちづくりを推進 

図 1-1 推進計画の位置づけ 
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（２）推進計画に定める事項 

推進計画に定める事項は、ユニバーサルデザイン推進条例第７条第２項におい

て、次のとおり定められています。 

① 生活環境の整備に関する目標 

② 生活環境の整備に関する重点施策 

③ 生活環境の整備に関する重要事項 

 

（３）本計画が関連する SDGs のゴール 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、

誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標で

す。 

令和１２年（2030 年）を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットか

ら構成されています。 

区の基本計画の実行指針では、「SDGs の目標年次である 2030 年に向け、基

本計画の施策と SDGs との関連性を明らかにし、関連性を意識しながら分野横

断的な施策展開を図り、一体的に推進する」としており、本計画にて関連するゴ

ールは次のものがあげられます。 

 
目標３ すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 

 目標４ 質の高い教育をみんなに 

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機
会を促進する 

 目標５ ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを
図る 

 目標１０ 人や国の不平等をなくそう 

国内および国家間の不平等を是正する 

 目標１１ 住み続けられるまちづくりを 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする 
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１－５ 計画の期間                                    
 

推進計画（第３期）は、令和７年度（2025 年度）から令和 16 年度（2034

年度）までの 10 年間の計画とします。 

なお、前期計画４ヶ年、後期計画４ヶ年、調整期間２ヶ年とし、社会状況の変

化等を捉えながら中間見直しを行い、推進していきます。 

 

表 1-1 計画の期間 

前期計画 

4 ヶ年 

後期計画 

4 ヶ年 

調整期間 

2 ヶ年 

R7 
(2025) 

R8 
(2026) 

R9 
(2027) 

R10 
(2028) 

R11 
(2029) 

R12 
(2030) 

R13 
(2031) 

R14 
(2032) 

R15 
(2033) 

R16 
(2034) 

          

          

          

   見直し    見直し  見直し 
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 第２章 推進計画(第２期)期間中の取組み 
 

２－１ 推進計画(第２期)における代表的な取組み               
 

推進計画（第２期）期間中（平成２７年度（２０１５年度）～令和６年度（２０２４

年度））における、ユニバーサルデザイン（以下一部「ＵＤ」とする。）のまちづ

くりに関わる代表的な取組みを紹介します。 

 

（１）保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」におけるＵＤ検討会の実施 

① 取組み内容 

・保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」は、福祉と医療の複合施設として令和２

年（2020 年）４月に開設しました。 

・ユニバーサルデザインの工夫やサインに関す

るＵＤ検討会を平成２７年度（２０１５年度）か

ら令和元年度（2019 年度）までに 7 回実施

しました。 

・世田谷区視力障害者福祉協会、世田谷ミニキャ

ブ区民の会、せたがや子育てネットに協力いた

だきました。 

② 検討の成果 

表 2-1 うめとぴあ内 区複合棟「保健医療福祉総合プラザ」におけるＵＤ検討会の

検討成果 

 

 

 

 

 

 

分野 具体的な対応 

避難 外部のバルコニーを車椅子の一時退避スペースとして整備検討。 

誘導 トイレの音声誘導を検討。 

案内 

サイン 

館内総合案内板、施設案内、フロアマップ、腰の高さのサイン、天

井吊サインについて、実寸大のプリントで視認検証。 

写真 2-２ 

館内総合案内板 

写真 2-1 

案内サインのＵＤ検討風景 

写真 2-３ 

外部バルコニーの一時退避スペース 
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③ 推進計画第２期（後期）における施策・事業の講評・提案  

ユニバーサルデザイン環境整備審議会（６４ページ参照）からの講評・提案

は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本庁舎等整備におけるＵＤ検討会の実施 

① 取組み内容 

・本庁舎等整備におけるＵＤ検討会を、平成３０年度（2018 年度）から令和４

年度（2022 年度）にかけて、８回実施しました。検討テーマは、トイレ・

授乳室、避難、区民窓口、中央広場の段差解消、案内サインです。 

・せたがや子育てネット、世田谷区視力障害者福祉協会、元外国人相談員、世

田谷区聴覚障害者協会、世田谷高齢者クラブ、世田谷区肢体不自由児者父母

の会、HANDS 世田谷、世田谷区手をつなぐ親の会、日本オストミー協会、

世田谷さくら会、東京都自閉症協会、にじーずの 12 団体・個人に協力いた

だきました。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（令和元年度 UD による区立施設等の整備推進） 

ＵＤ検討会では、幅広くニーズを収集し、ＵＤ検討会で得た内容や新しい

情報について、他の区立施設にも反映できるように議論し情報共有していた

だきたい。 

 

写真 2-４ 

本庁舎の建替え後の模型を見て

触りながら設計内容確認 

 

写真 2-５ 

トイレの設計について意見交換 
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② 検討の成果 

表 2-2 本庁舎等整備におけるＵＤ検討会の検討成果 

 

③ 推進計画第２期（後期）における施策・事業の講評・提案  

ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの講評・提案は、以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＵＤサポーター制度 

① 取組み内容 

・ＵＤサポーターとは、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユ

ニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、ＵＤに関心があり区のＵＤ

推進事業に一緒に取り組んでいただく仲間です。 

分野 具体的な対応 

トイレ・

授乳室 

庁舎全体で多様なトイレを機能分散して提供する。共用トイレを

設ける。一般トイレの中に広めの便房の設置。 

避難 

避難階段の一次退避スペースの作り方、廊下の避難誘導、トイレ

内のフラッシュライト、避難訓練や災害時の情報提供等のソフト

面の取組み。 

区民窓口 

カウンターの仕様、プライバシー確保、カームダウン・クールダ

ウン室、呼出しや情報提供、視覚障害者の誘導、フロアマネージ

ャー等。 

段差解消 広場とリングテラスの段差解消計画の検討。 

案内サイン 
館内総合案内板、施設案内、フロアマップ、天井吊サイン、壁突

き出しサイン等について、実寸大のプリントで視認検証。 

（令和５年度 区立施設整備（建築）） 

本庁舎整備については、UD 検討会での意見を踏まえつつ、車椅子使用者・ベビ

ーカー使用者・子ども連れに配慮したサイン整備や利用しやすい什器の選択を行っ

た姿勢が評価できます。しゅん工した１期棟の運用の中で利用者から意見を集め、

２期棟、３期棟の細部の計画に活かしてください。 
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・令和３年（2021 年）にＵＤサポーター制度を制定し、UD サポーター養成

講座を開催しました。現在約 40 名の登録があり、ＵＤ検討会のオブザーバ

ー参加、意見交換会やＵＤワークショップへの参加等、様々な事業に参加し

ていただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 推進計画第２期（後期）における施策・事業の講評・提案 

ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの講評・提案は、以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

写真 2-６ UD サポーター養成講座の様子 

（令和５年度 区民協動・担い手づくり） 

ユニバーサルデザインのまちづくりにおける区民協働体制には、一緒に活動する

UD サポーターへの啓発も重要となります。また、UD サポーターの活動の充実化

に向けて、各地域においてユニバーサルデザインの普及に取り組んでいる活動団

体との連携により、個人のスキルアップも視野に入れながら、区と区民と UD サポ

ーターが協働できる体制づくりを目指してください。 
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２－２ 先導的共生社会ホストタウンの取組み 
 

（１）先導的共生社会ホストタウンの取組み 

・区は、先進的なユニバーサルデザインのまちづくり、心のバリアフリーなど

の取組みを進める中、令和元年１０月１１日付けで先導的共生社会ホストタ

ウンに認定されました。今後も、先導的共生社会ホストタウンとして、取組

みを継続的かつ効果的に推進し、「共生社会」の実現を目指します。 

・具体的な取組み内容としては「馬術競技を開催する馬事公苑界わいの魅力向

上（安全な歩行空間の確保）」「ユニバーサルデザインによる区立大蔵運動場

陸上競技場の整備」「スポーツを通じた障害のある人とない人の交流」「小・

中学校での障害理解教育」などを実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世田谷区移動等円滑化促進方針の策定 

・バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で

又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、

障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関

する方針（移動等円滑化促進方針）及び移動等円滑化に係る事業の重点的か

つ一体的な推進に関する基本的な構想（基本構想）を作成するよう努めるも

のとされています。 

・区は、ユニバーサルデザイン推進条例の取組みを更に推進するため、バリア

フリー法に基づく世田谷区移動等円滑化促進方針を、学識経験者、高齢者、

障害者、子育て団体、施設設置管理者、交通事業者、道路管理者、交通管理

者などにより構成する協議会で検討を重ね、令和５年（2023 年）６月に策

定しました。 

写真 2-７ 

障害者とともにユニバーサル 

デザインの視点でまち歩き 

写真 2-８ 

店舗への取り外し可能な 

簡易スロープの設置 
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・世田谷区移動等円滑化促進方針は、推進計画と一体的な施策の推進をするこ

とで、区全域のユニバーサルデザインのまちづくりの底上げを図ります。ま

た、促進地区（世田谷区役所周辺地区）を選定し、促進地区内に生活関連施

設、生活関連経路を設定しています。 

 

・世田谷区移動等円滑化促進方針では以下の４点の方針を定めています 

１ 施設のバリアフリーの促進 

 各施設設置管理者間の連携協力による施設の安全性確保など 

２ 情報のバリアフリーの促進 

 各施設設置管理者間の連携協力によるわかりやすいサイン整備など 

３ 心のバリアフリーの促進 

 心のバリアフリーへの関心や理解が進むような教育活動や、啓発活動など 

４ 商店街におけるバリアフリーの促進 

 商店街で取組むバリアフリーの推進など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

写真 2-９ 商店街のバリアフリー事例 

（世田谷区移動等円滑化促進方針より抜粋） 

道路構造を見直し、店舗 
出入口の段差を解消した例 

リーディングライン 
の設置例 

店舗入口に設置した段差解消
スロープを使用している様子 

助成制度を利用し商店街に
設置したベンチ 
（写真は三宿四二〇商店会） 
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第３章 推進計画（第３期）の考え方 
 

３－１ 社会の変化                                     
 

推進計画（第２期）期間中（平成２７年度（２０１５年度）～令和６年度（２０２４

年度））における、ＵＤのまちづくりに関わる社会の変化を以下に示します。 

 

（１）環境の変化 

① ハード面のＵＤ整備 

・新築の公共的施設のＵＤ整備が進みましたが、一方で既存施設や小規模施

設などのＵＤ整備の必要性が求められるようになりました。 

・介護や障害の有無にかかわらず、だれもが住み慣れた地域や住宅で安心し

て暮らし続けられることが求められるようになりました。 

② 少子高齢化の進展、外国人居住の増加等 

・ニーズの多様化がさらに進み、だれもが公平・平等に情報を受け取り、サ

ービスを利用できることの重要性が、より高まってきました。 

・超高齢社会に伴い、認知症の人への配慮や理解の重要性が、より高まって

きました。 

・少子化の進展に伴い、その対策として共働き・共育てなど、働き方の改革

や男性の育児参加に対する理解の重要性が高まるとともに、子育てしやす

い環境の整備がより求められるようになりました。 

③ 大規模災害の発生 

・各地で大規模な地震や台風、集中豪雨による被害が発生し、世田谷区にお

いても災害に関する情報発信や、避難所等においてＵＤ整備が求められる

ようになりました。 

 

（２）区民の生活の変化 

① 心のバリアフリーの取組み 

・東京２０２０大会を契機に、小中学校や交通事業者等を中心に心のバリア

フリーの取組みが進んでいます。 

②「新しい生活様式」の浸透 

・新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、感染症予防に係る行動

や ICT の活用が家庭においても普及し在宅就労等の新しい生活様式が浸

透しました。 
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（３）制度等の充実 

① 障害を理由とした差別の禁止と合理的配慮の提供の義務化 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）（平

成 28 年（2016 年）４月施行）により、障害を理由とした差別が禁止さ

れるとともに、行政機関等における合理的配慮の提供が義務、また、事業

者による合理的配慮の提供は努力義務とされました。その後、法改正によ

り令和６年４月から事業者による合理的配慮の提供も義務化されました。 

・なお、東京都においては、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進

に関する条例により、平成 30 年（2018 年）１０月から障害を理由とし

た差別が禁止されるとともに、事業者に対しても合理的配慮の提供が義務

化されています。 

 

② 「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関 

する法律」の施行 

・すべての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得

し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重

要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に

係る施策を総合的に推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的として、令和４年（2022 年）５月に施行されまし

た。 

 

③ 「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の施行 

・令和５年（2023 年）１月に施行された世田谷区障害理解の促進と地域共

生社会の実現をめざす条例は、心身の機能に障害のある区民のみならず、

様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合

い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会を

実現することを目的としています。 

 

④ 「世田谷区手話言語条例」の施行 

・令和６年（2024 年）４月に施行された世田谷区手話言語条例は、手話が

独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、一人ひとりに、社会

の一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参画する機

会が確保される地域共生社会を実現するために、手話に対する理解を促進
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し、及び手話を使いやすい環境の整備等を進めることにより、手話の普及

を図ることを基本理念に掲げています。 

 

⑤ 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の施行、希望計画の策定 

・令和２年（202０年）１０月に施行された世田谷区認知症とともに生きる

希望条例は、認知症とともに生きる人一人ひとりが自分らしく生きる希望

を持ち、どの場所で暮らしていてもその意思と権利が尊重され、本人が自

らの力を発揮しながら、安心して暮らし続けることができる地域を作るこ

とを基本理念に掲げています。 

・条例の希望理念の実現を目指し、区として中長期構想のもと、認知症施策

を総合的に推進するため、「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を策

定（第１期：令和３年（２０２１年）３月、第２期：令和６年（２０２４年）

３月）しています。 

 
 

３－２ 見直しの課題                                   

 

（１）社会的課題 

社会の変化を踏まえ、推進計画（第３期）で取り組む社会的課題を以下に示し

ます。 

① 公平・平等な社会参加を推進するための社会的障壁の除去 

・引き続き、公共的施設のＵＤ整備が必要です。 

・既存施設や小規模施設のＵＤ整備を進める必要があります。 

・駅や商店街等、生活関連施設からの経路なども含め、まちの一体的なＵＤ

整備を進める必要があります。 

② ICT の普及に伴う配慮 

・ICT による情報発信・取得の普及が進み利便性が高まりましたが、一方で

ICT を利用することができない人が取り残されないよう、配慮が必要です。 

③ 心のバリアフリーの普及 

・ＵＤの普及や人材の育成も含めて、子どもから大人まで途切れることなく

心のバリアフリーの普及に取り組む必要があります。 

④  ＵＤ推進における区民等（区民、事業者、区内活動団体）との協働 

・ＵＤのまちづくりは、多様な視点が求められることから、区、区民、事業

者（商店、鉄道事業者等）及び区内活動団体（NPO、地域活動団体等）が

協働して取り組む必要があります。 
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（２）ＵＤ推進事業の取組み 

推進計画（第２期）における課題を以下に示します。 

① 推進計画（第２期）における、施策・事業のスパイラルアップ 

・ＵＤのまちづくり推進に必要な施策・事業は、継続的な事業の推進が必要

です。また、より効果的に施策・事業を進めるため、適宜、スパイラルア

ップの進め方を見直す必要があります。 

・ＵＤの考え方や推進計画等の取組みを、区民へより一層周知していく必要

があります。 

・公平・平等な社会参加を実現するために、施設整備とともに情報やサービ

ス、意識等を含めた社会的障壁の除去に関する取組みを、ＵＤ推進事業に

取り入れる必要があります。 

② 区民参加と協働の推進 

・ＵＤに関するイベントや講座への区民参加の機会を増やし、様々な世代や

地域へ啓発を行う必要があります。 

・区民、事業者及び区内活動団体等と連携してＵＤのまちづくりを進めるた

め、ＵＤへの理解が深い人材を増やし、活躍の場を広げる必要があります。 

・施策・事業に様々な区民意見を取り入れるため、区民との協働の機会をよ

り設ける必要があります。 

③ ＵＤ推進事業所管との連携 

・ＵＤ推進事業に係る事業所管課が連携して、事業を推進していく必要があ

ります。 
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３－３ 推進計画（第３期）の方向性                                 

 

社会の変化と見直しの課題を踏まえた推進計画の見直しの方向性を示します。 

 

① だれもが公平・平等に利用でき、社会参加できるように、社会的障壁の除去

に取り組む 

・ハード面の整備とともに、ハード整備だけでは対応できない部分について

「合理的配慮」の提供が求められることから、特にＵＤ整備を進めにくい

既存施設、小規模施設での合理的配慮の提供の普及に重点的に取り組みま

す。 

 

② 地域の一体的なＵＤ整備に取り組む 

・地域の一体的なＵＤ整備には、多様な関係者の参加と協働が必要なため、

区、区民、事業者及び区内活動団体間の連携を進めます。 

・世田谷区移動等円滑化促進方針に基づく取組みは、全区的に展開できるよ

うにします。 

 

③ 区民等への情報発信等に取り組む 

・区民等へＵＤに関する取組みをより一層周知していくため、取組みのプロ

セスや成果の見える化（情報発信）など、だれもが情報を取得し利用でき

るように取り組みます。 

 

④ 区民等の参加と協働の機会の創出に取り組む 

・だれもがＵＤを自分の問題として捉えられるよう、ＵＤの普及啓発・理解

促進を図るため、参加の場をより一層広げます。 

・区民等と協働してＵＤ推進事業に取り組むため、ＵＤに興味関心のある区

民を増やすとともに、活躍の場を広げます。 

 

⑤ 推進計画の効果的なスパイラルアップに取り組む 

・推進計画（第２期）後期における類似した施策を整理するなど、計画の構

成（施策、取組み）を見直すとともに、新たなＵＤ推進事業も取り入れな

がら、より効果的なスパイラルアップに継続して取り組みます。 

 （施策分類の整理・見直し 資料編-３４ページ参照） 
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第４章 計画の基本理念、取組み方針、施策、取組み 
 

４－１ 推進計画（第３期）の体系について                       
推進計画（第３期）では、これまでの取組みの底上げを図るとともに、第 2 期

計画期間における課題や新たな社会の変化を踏まえ、計画の基本理念と基本理念

を実現する３の取組み方針を新たに示し、取組み方針に基づく 10 の施策と３４

の取組みにより、だれもが公平・平等に社会参加できるまちづくりを進めていき

ます。 

なお、第１章１－４（２）の推進計画に定める事項 ①「生活環境の整備に関

する目標」は「基本理念」「３の取組み方針」、②「生活環境の整備に関する重点

施策」は「１０の施策」、③「生活環境の整備に関する重要事項」は「３４の取組

み」としました。 

 

 

 

 

 

 

 
  

基本理念 3の

取組み

方針
１０の

施策
３４の

取組み

①【生活環境の整備に関する目標】 ②【重点施策】 ③【重要事項】 

図 4-1 推進計画（第３期）の体系と推進計画に定める事項 

    【関連：第１章１－４（２）計画に定める事項 ６ページ】 
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４－２ 基本理念                                      

推進計画（第３期）では、だれもが安全で安心して快適に住み続けることので

きる地域共生社会の実現を図ることを目的としたユニバーサルデザイン推進条

例に基づき、次の基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 取組み方針                             

基本理念を実現するため、具体的な３の取組み方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会における様々な障壁（バリア）をなくすにとどまらず、すべ

ての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる

分野の活動に公平・平等に参加できるまちづくりを目指します。 

取組み方針１ ユニバーサルデザインで 

だれもが利用できるまちづくり 
・だれもが自由に移動でき、公平・平等に利用できるよう生活環境の整備を進め、

安全で安心して快適に暮らせるまちづくりに取り組みます 

取組み方針２ ユニバーサルデザインによる 

情報の発信と取得、利用 

・だれもが公平・平等に情報を受け取り、サービスが利用できるよう、情報発信

の手法の多様化を進め、取り残されることなく情報を取得し利用できるよう取

り組みます 

 

 

 

 

取組み方針３ 参加と協働で 

ユニバーサルデザインのまちづくり 
・区民等の参加の場をより一層増やし、引き続きユニバーサルデザインの理解促

進・普及啓発に取り組みます 

・生活環境の整備にあたっては、多様なニーズを反映させるために、区民等との

協働に取り組みます 
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４－４ 計画の体系図                                   

本計画の体系は図４－２のとおりです。施策別の取組みの内容については、

４－５に詳細を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-2 計画の体系図 
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４－５ 施策別の取組み内容                             

 

 

 

 

 

 

 

●施策の目標 

多様な利用者に配慮し、だれもが利用しやすい施設整備を進めます。 

［関連する SDGs］ 

      

 

●施策の基本的な考え方 

だれもが利用しやすい施設を整備するために、条例の遵守だけではなく、多

様なニーズを取り入れるため区民と協働した施設づくりを進めます。 

（１）施設のユニバーサルデザイン整備推進 

・本庁舎について、災害時利用も踏まえ、ユニバーサルデザインの視点で整

備を進めます。その他区公共施設は、それぞれの施設規模と用途を踏まえ、

災害時の対応を含めた利用者の使いやすい施設整備を進めます。 

・だれもが利用しやすい施設整備となるよう、設計時から多様な利用者の視

点を取り入れ、ＵＤ点検の結果を次の計画に反映させることで施設整備の

質の向上を図ります。 

・小中学校の改築・改修を機に、災害時における指定避難所としての活用等

を踏まえ、多様な利用者等に対応した整備を進めます。 

・改修の機会を捉え、建物構造に影響のない範囲内でのバリアフリー改修を

検討し、区民利用サービスの向上を目指します。 

・区営住宅の住戸は高齢者等に配慮した住戸のバリアフリー改修による整備

を順次行います。 

 

取組み方針１ ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 

施策１ ユニバーサルデザインに     

よる区立施設の整備推進 
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（２）サイン計画 

・サイン計画では「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を参考に、

わかりやすいサインとします。 

・ロービジョン者や車椅子使用者等に配慮したサインを整備します。 

・外国人の利用に配慮し、多言語を基本としたサインを整備します。 

 

（３）座れる場づくり 

だれもが外出時に利用できるよう、施設周辺に座れる場を設けます。 

 

●取組み内容 

１－１ 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進 

【担当所管課】施設営繕第一課、施設営繕第二課、庁舎建設担当課 

（施設整備） 

・本庁舎を含む区立施設の用途や機能等に応じ、トイレの設備や機能を分散

するともに、性別を問わないトイレや非常時の警報装置の多機能化など、

多様な利用ニーズを踏まえたトイレ整備を進めます。 

・災害時利用も踏まえ、避難所、防災拠点となる施設においてはだれもが利

用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、整

備の向上を図ります。 

・道路に面した敷地内などに、周辺環境への影響にも配慮しながら、だれも

が気軽に座れる場の設置を進めます。 

（区民参加と協働） 

・新改築の際には、施設の規模や特性を踏まえ、ＵＤ検討会や区民の意見を

聞く機会を設けるなど、多様な区民のニーズを設計や施設整備に反映させ

ます。また、ＵＤ検討会やＵＤ点検の結果を、次設計に反映させます。 

・本庁舎は、３期にわたる工事計画にあわせ、一部しゅん工した庁舎棟につ

いて、UD 点検を実施し、設計以降の新たなニーズを検証の上、適宜、次

期工事に反映させます。 
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 年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

・ユニバーサルデザイン推進条

例に基づいた整備推進  

・多様な利用者に配慮した整備

推進  

・災害時利用を想定した整備推

進  

・座れる場づくりの推進  

実施設計  

３件  

しゅん工  

１件   

 実施設計  

３件  

しゅん工  

０件   

 実施設計  

（調整） 

しゅん工  

２件   

 実施設計  

（調整）  

しゅん工  

４件   

・本庁舎の UD 整備推進  

１期棟点

検・検証  

２期棟反映  

２期棟点検 

２期棟点

検・検証  

３期棟反映  

（調整）  

 

１－２ 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進 

【担当所管課】教育環境課、施設営繕第一課、施設営繕第二課 

・改築学校ではユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備を行い、学び

やすい環境整備を進めます。また、既存学校では改修の機会を捉え、建物

構造に影響のない範囲内でバリアフリー改修を行います。 

・非常時の警報装置の多機能化など、多様な利用ニーズを踏まえたトイレ整

備を進めます。 

・改築学校ではマンホールトイレの整備や停電時に利用できる電源の確保、

雨水などをトイレの排水に利用できるようにするなど、避難所としての活

用を視野に入れた整備を進めます。また、既存学校では避難所となる体育

館や教室などに段差なく移動できるよう、改修の機会を捉え対策を講じま

す。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

・ユニバーサルデザイン推進条例

に基づいた整備推進  

・災害時利用を想定した整備推進 

・多様な利用者に配慮した整備 

推進  

実施設計  

１件  

しゅん工  

１件  

実施設計  

１件  

しゅん工  

０件  

 実施設計  

２件  

しゅん工  

０件  

 実施設計  

３件  

しゅん工  

０件  

 

 



２６ 

１－３ 既存区立施設のバリアフリー改修推進 

【担当所管課】施設営繕第一課、施設営繕第二課、住宅課、区立施設所管課 

（区立施設の改修） 

・改修の機会を捉え、建物構造や必要な通路幅を確保できる範囲内でのバリ

アフリー改修を行い、区民利用サービスの向上を目指します。 

・車椅子使用者用トイレの整備とともに、施設の用途や規模にあわせ、性別

を問わないトイレや非常時の警報装置の多機能化などの多様な利用ニー

ズを踏まえたトイレ整備を進めます。 

・道路に面して公共空間がある場合には、だれもが気軽に座れる場の確保に

努めます。 

・区営住宅では高齢者等に配慮した住戸のバリアフリー改修による整備を順

次行います。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ユニバーサルデザイン推進条

例に基づいた整備推進 
（調整） ２件 １件 （調整） 

住戸のバリアフリー改修の実施 １件 １件 １件 １件 
   

写真４-1 

段差部分にスロープ、手すり

を設置    

写真４-2 

バリアフリートイレの設置    
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●施策の目標 

だれもが安全安心して移動できる道路整備を進めます。 

［関連する SDGs］ 

       

 

●施策の基本的な考え方 

道路整備では、ユニバーサルデザインの視点を踏まえ、だれもが安全で安心

して移動できる空間として、多様な人々の利用に配慮した整備を推進します。 

また、高齢者や障害者等の通行に支障となる支障物を取り除き、歩行者空間

が連続的に確保されることを目指します。 

 

（１）歩行者空間の整備 

歩行者空間の整備・維持管理により、だれもが安全で安心して移動できる環

境づくりを進めます。 

 

（２）歩行者空間の支障物除却・撤去 

通行の妨げとなっている不法占用物や放置自転車等を取り除くとともに、自

転車利用者の交通安全ルール遵守やマナー向上の取組みを推進し、安全で安心

な歩行者空間の確保を目指します。 

 

取組み方針１ ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 

施策２ ユニバーサルデザインに    

よる道路環境の整備推進 
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（３）座れる場づくりの推進 

高齢者や障害者、妊産婦、子どもを抱えた方等、より多くの方が外出時にひ

と休みできるよう、「座れる場づくりガイドライン」や「世田谷区路上ベンチ等

設置指針」に基づき、ベンチ等の座れる場づくりを進めます。 

 

●取組み内容 

２－１ 歩行者空間のユニバーサルデザイン整備推進 

【担当所管課】土木計画調整課 

・舗装の維持管理を行うとともに、視覚障害者誘導用ブロックの設置や、段

差の解消等を行います。 

・無電柱化推進計画に基づき、緊急輸送道路等では電柱を取り除く無電柱化

整備を進め、ベビーカーや車椅子利用者も移動しやすい歩行者空間を確保

します。 

・都市計画道路の整備等に伴い、路上ベンチなど座れる場の設置を推進しま

す。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

歩道空間の整備 0.4 万㎡ 
0.7 万㎡ 

(目標) 

0.7 万㎡ 

(目標) 

0.7 万㎡ 

(目標) 

無電柱化の整備 

 

緊急輸送道路の無電柱化着手率 

２９％ 

（目標） 

次期無電柱

化計画に基

づき設定 

座れる場づくりの推進 実施 継続 継続 継続 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-3 

歩道と施設の敷地の段差解消 

連続した誘導用ブロックの敷設 

（小田急梅ヶ丘駅周辺） 

写真 4-4 

無電柱化した歩道 
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２－２ 道路の不法占用物件除却の推進 

【担当所管課】土木計画調整課 

・道路に無許可で置かれている看板やのぼり旗、はみだし商品等、道路を不

正に使用している物件を除却することで、安全に通行できる空間の確保を

進めます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

不法占用物件の除却 実施 継続 継続 継続 

 

 

２－３ 放置自転車対策等の推進 

【担当所管課】交通安全自転車課 

・放置自転車等を撤去し、国・東京都と連携して安全に通行できる空間の確

保を進めます。 

・自転車等の交通安全教室や講習の開催、広報媒体の活用等により、交通安

全の啓発を進め交通マナーの向上を図ります。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

放置自転車等の撤去 実施 継続 継続 継続 

自転車等安全利用の推進 実施 継続 継続 継続 
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●施策の目標 

だれもが利用しやすく、楽しめる公園緑地等の整備を進めます。 

［関連する SDGs］ 

      

●施策の基本的な考え方 

公園緑地等の整備に際し、地域の特性やニーズを踏まえて、だれもが利用し

やすく楽しめるよう、ユニバーサルデザインによる魅力あふれる公園づくりを

進めます。 

 

（１）多様な利用者に配慮した公園づくり 

障害の有無や年齢にかかわらず、だれもが使いやすく、安全安心に配慮した

公園施設の整備を行います。 

公園の立地、規模、種別に応じた防災面の機能強化を図り、都市の防災性を

向上させます。 

 

（２） 区民等との協働による公園づくり 

公園整備の計画段階から、多様な主体との連携により計画づくりを進めると

ともに、完成後の管理運営にも地域住民が参加する公園づくりを行います。 

 

（３）サイン計画 

情報のユニバーサルデザインガイドラインを参考に、多言語を基本とした分

かりやすい園内サインの設置を進めます。 

 

取組み方針１ ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 

施策３ ユニバーサルデザインに 

よる公園緑地等の整備推進 

デザイン整備推進 
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（４）座れる場づくり 

公園や緑地での休息や、緑道でのひと休みができるよう、座れる場づくりを

進めます。 

 

●取組み内容 

３－１ 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進 

【担当所管課】公園緑地課、公園整備利活用推進課 

・ 園路、広場、遊具、トイレ、ベンチなどの公園施設について、ユニバーサ

ルデザイン推進条例の施設整備マニュアルに基づいた整備を進めます。 

・ ワークショップ、利用者ヒアリング、戸別配布アンケートなどによる意見

聴取のほか、公園予定地での区民主体による試験的な活動など、多様な手

法を活用して、区民等との協働による公園づくりに取り組みます。 

・ 公園・緑地や緑道のベンチ配置計画において、状況に応じた適切な基数や

配置を検討し、近隣住宅への影響にも配慮した、座れる場づくりを進めま

す。 

・広域避難場所指定の大規模公園などの整備時には、災害時の利用を想定し、

だれもが利用しやすい公園施設を整備します。 

 

年次計画（前期計画期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

・ユニバーサルデザイン推

進条例に基づいた整備推

進 

・多様な利用者に配慮した

整備推進 

・座れる場づくりの推進 

・公園新設 １.１２ha 

・大規模公園改修 ６か所 

・緑道再生 １０２０ｍ 

・特色ある公園・身近な広場の再生 

 ９箇所 

次期みどり

の基本計画 

に基づく 

目標値 

写真 4-5 

だれでも遊べる遊具 

（岡本公園） 
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写真 4-6 

現地での意見交換 

（玉川野毛町公園） 

写真 4-7 

「青空ヨガ」の様子 

（玉川野毛町公園） 
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●施策の目標 

だれもが安全で安心して快適に移動できる交通移動サービスの充実を図り

ます。 

［関連する SDGs］ 

     

●施策の基本的な考え方 

ユニバーサルデザインの視点を取り入れながら、だれもが目的に合った移動

サービスを選択でき、安全で安心して快適に移動できる交通体系や交通サービ

スの確立に向けた取組みを進めます。 

 

（１）公共交通施設・車両 

鉄道駅へのホームドア（可動式ホーム柵）の整備や、バリアフリー経路の確

保、エレベーターの整備を促進します。 

バス停等へのベンチ設置や、上屋（屋根）の整備を促進します。 

ユニバーサルデザインによる鉄道、路線バス、タクシーの車両の導入を促進

します。 

 

（２）職員・乗務員の接遇 

地域公共交通の担い手である駅係員、バス乗務員等について、接遇の向上を

促します。 

 

取組み方針１ ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 

施策４ ユニバーサルデザインによ

る交通移動サービスの充実 
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（３）公共交通不便地域対策 

区民、事業者、区が協働し、公共交通不便地域対策を推進することで、安全

で安心して快適に移動できる環境を整備します。 

 

（４）福祉移動サービス 

障害者や高齢者が安心して社会参加できるよう、多様な移動手段や移動支援

サービスを提供し、外出の選択肢の充実化を図ります。 

 

●取組み内容 

４－１ 公共交通施設・車両のバリアフリー整備の促進 

【担当所管課】交通政策課 

・鉄道駅においては、ホーム上から線路への転落事故や接触事故等を防止す

るためのホームドア（可動式ホーム柵）の整備や、駅舎の改修等を契機と

したバリアフリー経路の確保、エレベーターの整備を促進します。 

・歩道空間や周辺環境に配慮したバス停等へのベンチ設置を進めるとともに、

バス事業者に対する補助金の交付等により、上屋の整備を促進します。 

・タクシーやバス乗務員、駅係員等の接遇向上のための取組みを促進します。 

・ユニバーサルデザインタクシーやノンステップバス、フリースペースのあ

る鉄道車両などのバリアフリー車両の導入を促進します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ホームドア整備促進(駅数)  １５駅 １８駅 １９駅 ２０駅 

鉄道駅のエレベーター整備促

進  
実施 継続 継続 継続 

タクシーやバス乗務員、駅係員

等の接遇向上 
実施 継続 継続 継続 

バリアフリー車両の導入促進 実施 継続 継続 継続 

 

 

 

 

 

 
写真 4-8 可動式ホーム柵 
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４－２ 公共交通不便地域対策の推進 

【担当所管課】交通政策課 

・地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の導入について、取組みを進めま

す。 

・新たな交通サービスについて、技術開発などの状況を踏まえ、活用や支援

を必要に応じて検討します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

新たなコミュニティ交通の導

入  

ガイドライ

ンとなる手

引き・重点

検討地域確

定  

実証・導

入  
継続  継続  

新たなコミュニティ交通の運行 

（砧・大蔵地区） 
実証運行  本格運行  継続  継続  

新たなモビリティサービスの

活用検討  

検討・導

入  
継続  継続  継続  

 

４－３ 福祉移動サービスの周知 

【担当所管課】障害者地域生活課 

・介護タクシーの配車や福祉移動サービスの相談を行う事業者の周知を行い、

障害や高齢により、外出が困難な人への移動サービスの充実につなげます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

福祉移動サービスの周知 実施 継続 継続 継続 

写真 4-9 ユニバーサルデザインタクシー 



３６ 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の目標 

小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修の促進と、多様な利用者に配慮し

たサービス提供を促進します。 

［関連する SDGs］ 

     

  

●施策の基本的な考え方 

暮らしに欠かせない日常の買物をする身近な地域の店舗等を、多様な人に配

慮して整備することは重要であり、既存の店舗等のユニバーサルデザイン改修

を促します。 

区民の生活の場である商店や事業所において、多様な人を受け入れる環境の

向上を図ることで、だれもが外出しやすい環境を整える取組みを推進します。 

 

（１）既存店舗のユニバーサルデザイン改修 

既存の小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修を推進するため、ユニバー

サルデザイン推進条例に基づく改修工事や手すり設置の補助を行います。 

 

（２）合理的配慮の提供支援 

身近な地域の商店等が、多様な人を受け入れるための合理的配慮の提供を推

進するために、支援を行います。 

  

取組み方針１ ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 

施策５ 民間施設へのユニバーサル   

デザイン整備支援 



３７ 

●取組み内容 

５－１ 小規模店舗等におけるユニバーサルデザイン改修の支援 

【担当所管課】都市デザイン課 

・「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」による補助

制度を活用した、小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修やベンチの設

置を推進します。 

・補助申請事例や相談内容をもとに、整備対象を拡大する等、柔軟な運用を

検討します。 

・広報や SNS を活用し、補助制度の周知を進めます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

補助制度の周知 3 回 3 回 3 回 3 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷線にポスター掲示 

(改修前） 

区のおしらせ「せたがや」 

写真 4-10 改修事例（手すりの設置） 

(改修後） 



３８ 

５－２ 商店等における合理的配慮の提供支援 

【担当所管課】障害施策推進課 

・合理的配慮の提供を支援するため、「段差解消用簡易スロープ」「筆談ボー

ド」等の物品購入や、「点字メニュー」「写真付き音声コードメニュー」等

の作成経費を助成します。 

 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

物品助成の件数   20 件 20 件 ２0 件 ２０件 

  

写真 4-1１ 補助事例 

（段差解消用簡易スロープ） 
共生社会促進の取組みを示すステッカー 



３９ 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の目標 

だれもが必要な情報を取得できるよう、意思疎通等の多様な手段の保障や普

及啓発を進めます。 

［関連する SDGs］ 

       

●施策の基本的な考え方 

区からの情報発信は、受け取る側が取得方法を選択して、必要な情報を利用

できるよう、複数の手段で行われる必要があります。区民窓口や電話対応だけ

ではなく、発行物やホームページ、区主催のイベントにおける情報保障に取り

組みます。 

また、災害時における情報発信・取得については、生命の危機につながるこ

とから、だれもが理解しやすい情報提供に努めます。 

 

（１）コミュニケーションの支援 

ICT 機器等により来庁者と区職員のコミュニケーションを支援し、だれもが

必要な行政・生活情報を取得できるようにします。 

 

（２）情報が受け取りやすい配慮 

多様な利用者が、希望する情報を適切に得られるよう、手話や音声など様々

な手段を活用し、アクセシビリティに配慮した情報発信を行います。 

 

取組み方針２ ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 

施策６ ユニバーサルデザインに 

よる情報の発信と取得、利用 

できる環境整備の推進 



４０ 

（３）多様な情報発信の手段 

デジタルツールを使う人とそうでない人とでの情報取得に格差がないよう、

多様な情報発信の手段をとります。 

 

●取組み内容 

６－１ 窓口でのコミュニケーションツールの活用 

【担当所管課】文化･国際課、障害施策推進課 

・通訳アプリケーションを導入したタブレット端末や電話通訳を総合支所の

くみん窓口や出張所、学務課等に配備し、外国人住民等との円滑なコミュ

ニケーションを図ります。              [文化・国際課] 

・窓口に配置した二次元コードを来庁者がスマートフォン等で読み込むこと

で、遠隔の手話通訳者につなぐシステムを導入し、手話を必要とする方の

手続き等を支援します。              ［障害施策推進課］ 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

タブレット端末による通訳サ

ービス等の活用促進（多言語通

訳サービスの利用件数） 

2,100 件 2,150 件 2,200 件 未定 

遠隔手話通訳につながる窓口

数 
25箇所 43箇所 

対象窓口 

拡大の検討 
実施 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

６－２ 利用者に配慮した情報発信 

【担当所管課】広報広聴課、障害施策推進課 

・区ホームページの音声読み上げ対応等について、研修等の機会を通じ、全

庁に周知し、ウェブアクセシビリティの向上に取り組みます。 

［広報広聴課］ 

写真 4-1２ 

タブレット端末の配備 



４１ 

・区のおしらせ「せたがや」のデイジー版、ＣＤ版、点字版の配布を引き続

き行います。                    ［広報広聴課］ 

・多言語に対応した、読み上げ・文字拡大機能を有するアプリ「カタログポ

ケット」での区のおしらせの配信を引き続き行います。 ［広報広聴課］ 

・せたがや便利帳のデイジー版の配布を引き続き行います。  ［広報広聴課］ 

・区のイベントに、手話通訳者や会話の要旨をパソコンやメモ等で伝える要

約筆記者を派遣し、意思疎通を支援します。    ［障害施策推進課］ 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

職員の WEBアクセシビリティ

理解の促進 
研修実施 継続 継続 継続 

音声版・点字版「区のおしらせ」

の配布 

定期号・特

集号の発行 
継続 継続 継続 

アプリ「カタログポケット」で

の「区のおしらせ」の配信 
多言語配信 継続 継続 継続 

デイジー版せたがや便利帳の

配布 
発行 継続 継続 継続 

手話通訳者・要約筆記者の派遣 適宜派遣 適宜派遣 適宜派遣 適宜派遣 

 

 

６－３ 災害に備えた情報発信 

【担当所管課】災害対策課 

・テレビのデータ放送、災害・防犯情報メール配信サービス、防災ポータル

サイト等といった多様な媒体を用い、災害時の情報発信を行います。 

・日本語を母語としない方にも伝わるよう、多言語で作成した、防災情報を

含んだ世田谷区地図及び地震対策についてのマニュアルを、各窓口にて配

布します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

災害時の情報伝達の仕組みの

充実 
実施 継続 継続 継続 

「災害時区民行動マニュアル」

（マップ版）多言語版の配布 
実施 継続 継続 継続 

 

  



４２ 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の目標 

だれもが活用できるトイレ・ベンチ情報や UD情報の収集、公開を進めます。 

［関連する SDGs］ 

     

 

●施策の基本的な考え方 

だれもが快適に外出できるよう、気軽に利用できるバリアフリートイレ情報

の集約・公開をするとともに、公共施設の外構や道路、公園等に設置されてい

るベンチ等設置情報の公開に取り組みます。 

施設整備によるユニバーサルデザインのまちづくりを推進するとともに、推

進計画（第２期）までの整備事例を蓄積し、推進計画（第３期）で反映や改善

をすることで施設整備のスパイラルアップを図ります。 

 

（１）トイレとベンチ等の情報 

区内に整備されたトイレとベンチ等の情報を蓄積・公開し、だれもがその情

報を活用できるようにします。 

 

（２）ユニバーサルデザインの整備事例の紹介 

ユニバーサルデザインの視点による工夫をした整備事例や事業の事例を紹

介し、すべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を推進します。 

 

 

取組み方針２ ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 

施策７ ユニバーサルデザイン情報 

の蓄積・活用 



４３ 

（３）ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行 

だれもがまちを快適に利用するための工夫や配慮を、自分自身の暮らしに取

り入れ実践していくヒントとなる啓発冊子等を発行・活用し、ユニバーサルデ

ザインのまちづくりの必要性や心のバリアフリーの普及啓発を促進します。 

 

（４）住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行 

ユニバーサルデザインの家づくりの工夫や情報をまとめた冊子を発行・活用

し、だれもが住み慣れた住まいに暮らし続けられるよう住宅の生活環境の質の

向上を図ります。 

 

（５）情報や座れる場などのガイドラインの周知 

公共施設等の整備にあたって、施設整備マニュアルを補完する参考資料とし

て考え方や事例をまとめた「情報のユニバーサルデザインガイドライン」や「座

れる場づくりガイドライン」の周知を行います。 

 

 

●取組み内容 

７－１ トイレ・ベンチ等情報の公開・更新 

【担当所管課】都市デザイン課 

（トイレ） 

・区ホームページや地図情報にトイレ情報を公開するとともに、トイレ内の

バリアフリー整備に関する情報を掲載します。 

（座れる場の整備） 

・ベンチ等の地図情報公開に向けて取り組みます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

トイレ・ベンチ等情報の公開・

更新 

調査 

ホームペー

ジ更新 

調査 

ホームペー

ジ更新 

調査 

ホームペー

ジ更新 

調査 

ホームペー

ジ更新 

ベンチ等の地図情報公開 

地図情報 

公開に向け

た調査実施 

せたがや

iMap 情報

の更新、 

GIS データ 

公開 

地図情報 

継続公開 

・更新 

地図情報 

継続公開 

・更新 



４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－２ ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開 

【担当所管課】都市デザイン課 

・ユニバーサルデザインの視点で施設整備した事例を「収集」「蓄積（データ

ベース化）」し、だれもが情報を活用できるように公開します。 

・新築の施設だけでなく既存改修等、様々な事例を、区のホームページで公

開します。 

・ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出や事前相談等で活用します。 

・今後の事業や整備のスパイラルアップに活かすために、区民、事業者、区

職員に向けて積極的な情報提供を行います。 

・図書館等で生活環境の整備に役立つ図書や資料をまとめて展示し、ユニバ

ーサルデザインの情報を発信していきます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ＵＤ整備事例の蓄積・公開・活

用 
実施 継続 継続 継続 

図書館での展示 ３回 ３回 ３回 ３回 

トイレ・ベンチ情報（ホームページ掲載） 

せたがや iMap 



４５ 

  

７－３ ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行 

【担当所管課】都市デザイン課 

・多様な人が快適に利用するために工夫された施設や設備のユニバーサルデ

ザインに繋がる幅広い情報を、冊子等でテーマ毎に分かりやすく編集して

発信し、様々なシーンで活用します。 

・ＳＮＳによる情報発信を継続します。 

・関連イベントでの配布や、出張講座等での副読本として利用を想定した冊

子とします。 
年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ユニバーサルデザイン普及啓

発冊子等の作成・発行 

最新事例等取材、見学 

世田谷 UD スタイル冊子編集・発行 

啓発冊子見直し検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

年 1 回発行冊子 

世田谷 UD スタイル（第 10 号） 

普及啓発冊子 

左：ユニバーサルデザインって

何だろう？ 

右：みんなが嬉しくなるお店 



４６ 

７－４ 住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行 

【担当所管課】都市デザイン課、居住支援課、高齢福祉課、障害施策推進課 

・快適に暮らせる家づくりのヒントや改修事例の紹介、改修支援情報などを

分かりやすく編集して発信し、高齢者・障害者の住宅のＵＤ化を支援しま

す。  

・住宅イベント等の様々なシーンで活用し、高齢者・障害者の住宅改修助成

事業を周知していきます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ＵＤの家づくりに関する普及

啓発冊子の改訂・発行 
改訂 発行 

配布先拡大

の検討 

配布先拡大

の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－５ ユニバーサルデザインガイドラインの周知 

【担当所管課】都市デザイン課 

・「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を区民等に広く周知し、だれ

にとっても分かりやすいデザインとその考え方の普及を図ります。 

・「座れる場づくりガイドライン」を周知し、ひと休みできるベンチ等の整備

を推進します。 

・ガイドラインの周知は、職員研修での活用や窓口での配布、ホームページ

への公開など、多様な方法で行います。 

・各ガイドラインは必要に応じて見直し、改訂します。 

 

 

 

 

図 4-３ 

いつまでも快適に暮らせ

る家づくりのヒント 

 



４７ 

 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ガイドラインの周知・見直し検

討 
周知 周知 見直し検討 周知 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

図 4-４ 

情報のユニバーサルデザインガイドライン 

（改訂版／令和３年（2021 年）3 月） 

図 4-５ 

座れる場づくりガイドライン 

（平成３０年（2018 年）３月） 



４８ 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の目標 

こどもから大人まで途切れることなく「心のバリアフリー」の理解を深めま

す。 

［関連する SDGs］ 

     

 

●施策の基本的な考え方 

だれもが参加・交流できるユニバーサルデザインの視点を取り入れたイベン

トや学習の場を設け、気づきや相互理解につながるよう取り組みます。 

また、イベント等をきっかけに、区民が身近な生活の中で、自らユニバーサ

ルデザインの視点と心でできることを見つけられるよう、内容の工夫に取り組

みます。 

 

（１）ユニバーサルデザインの啓発、教育 

児童･生徒･学生をはじめ、地域で暮らす多様な人が参加する場で、ユニバー

サルデザインの考え方、取組みの事例等を紹介するイベントや講座を開催し、

様々な世代へのユニバーサルデザインの啓発、教育を進めます。 

 

（２）ユニバーサルデザインに関するイベントの開催 

だれもがユニバーサルデザインのまちづくりを自らの問題として捉えられ

るよう、ワークショップ等を開催し、ユニバーサルデザインの普及啓発・理解

促進を図ります。 

 

取組み方針３ 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり 

施策８ ユニバーサルデザインの 

普及啓発 
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（３）ユニバーサルスポーツの普及推進 

だれもがスポーツに親しみ、楽しめるイベントを開催し、参加者同士の交流

促進を図るとともに、障害の有無や年齢にかかわらず参加できるユニバーサル

スポーツを推進し、情報発信の充実にも取り組みます。 

また、スポーツ関係団体や学校等、様々な主体が連携、協働し、だれもが楽

しめるスポーツの場を創出します。 

 

（４）地区の防災力の向上 

地区の課題を検証し、地域コミュニティによる防災活動の核となる地区防災

計画の充実が図れるよう支援します。 

また、地域コミュニティのつながりや関係性を深めることで、共助の力によ

る避難行動要支援者（災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等）

への支援の強化につなげるとともに、地域住民による震災時の避難所の運営の

支援を強化します。 

 

（５）認知症にやさしい地域づくりの推進 

認知症の人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくうえで、生活の

あらゆる場面での障壁（認知症バリア）となるものの解消に向けて、「世田谷区

認知症とともに生きる希望条例」の理念も踏まえた講座の開催や周知・啓発を

行い、だれもが暮らしやすい社会を目指します。 
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コラム 認知症にやさしい地域づくり 
 

国の推計では、2040 年には高齢者の約 15％が認知症になると見込まれてお

り、認知症の人が安心して暮らせる環境づくりは欠かせないものとなっています。 

世田谷区では、令和２年 10 月に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を

施行し、認知症になってからも安心して暮らせるまちづくりを推進しています。 

また、令和６年１月には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施

行され、共生社会の実現に向けて、認知症施策を国・地方が一体となって講じてい

くことが定められました。 

認知症の人の中には、自信がない、道

に迷わないか心配、他の人の負担にな

りたくないなどの理由で、さまざまな

日常の活動を諦めてしまっている場合

があります。 

私たち一人ひとりが認知症への正し

い理解を深め、ハード面のバリアフリ

ーとともに心のバリアフリーを進めて

いき、認知症になってからも住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けられる地

域共生社会を実現していきましょう。 
＜世田谷区認知症とともに生きる希望条例チラシ＞ 
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●取組み内容 

８－１ 出張講座の実施 

【担当所管課】都市デザイン課 

・ユニバーサルデザインの考え方、まちづくりの理解を図るため、小学校へ

の出張講座を行います。 

・小学校等への出張講座は、他の所管課と連携するとともに、区民の協力者

（ＵＤサポーター等）と協働して行います。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

小学校等への出張講座 

受講人数 
２００人 ２００人 ２００人 ２００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８－２ ユニバーサルデザインを学ぶイベントの開催 

【担当所管課】都市デザイン課 

・ユニバーサルデザインの普及啓発のイベントやワークショップは、当事者

を交えた区民、区内活動団体、事業者の参加・交流の場として運営します。 

・参加者がユニバーサルデザインのまちづくりに興味関心を持ち、その考え

方を広げる担い手となるよう内容を工夫し、だれもが参加できるワークシ

ョップや研修を開催します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ユニバーサルデザインを学ぶ

イベントの開催 
２回 ２回 ２回 ２回 

写真 4-1３ まち歩きの様子 写真 4-1４ 出張講座の様子 
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８－３ ユニバーサルスポーツの推進 

【担当所管課】スポーツ推進課 

・「ボッチャ世田谷カップ」を実施します。障害の有無に関わらず、子どもか

ら高齢者までだれもが参加でき、ボッチャを通じたパラスポーツの推進及

び障害理解の促進を図ります。 

・「世田谷 de ボッチャ」を実施します。区民が継続してボッチャに取り組み

交流できる場の拡充として、希望丘地域体育館を定期的に開放し、ボッチ

ャの練習や、利用者同士の交流ができる機会を創出します。 

・日本パラ陸上競技連盟との協定を締結します。パラ陸上競技の更なる推進

に向け、継続した観戦機会の提供、体験・参加の場を創出し、区民のパラ

スポーツへの関心向上を図ります。 

・障害のある人もない人も共に楽しめるよう、障害の程度にあわせて参加で

きるスポーツレクリエーション交流や、障害のある方をサポートするボラ

ンティアを配置したイベントを実施します。また、障害の有無や運動の得

意・不得意などに関係なくだれもが参加しやすい多様な内容のスポーツプ

ログラムを実施していきます。 
  

写真 4-1５ UD ワークショップの様子 
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年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

世田谷 de ボッチャ ４０回 ４０回 ４０回 ４０回 

パラ陸上大会の開催 

パ ラ 陸 上

（ 知 的 障

害、車椅子）

大会開催 

パラ陸上

（３競技以

上）大会開

催 

障害の有無

に関わらな

いインクル

ーシブ陸上

大会開催 

障害の有無

に関わらな

いインクル

ーシブ陸上

大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８－４ 防災塾の実施 

【担当所管課】災害対策課 

・地区防災計画の検証・ブラッシュアップを図ることを目的として、配慮が

必要な避難者への適切な対応など、ユニバーサルデザインの視点も踏まえ

ながら、各地区で防災塾を実施し、地区防災計画の実効性と認知度の向上

を目指します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

防災塾の実施 28 回 28 回 28 回 28 回 

 

 

８－５ 外国人向け防災教室の実施  

【担当所管課】文化・国際課、総合支所地域振興課 

・外国人等が災害に対する基礎知識を学習できるよう、地域の日本語教室等と連

携し、防災教室を実施します。  

写真 4-1６ ユニバーサルスポーツイベントの様子 



５４ 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

外国人向け防災教室の実施 
地震発生時の行動や日常の備蓄等、災害に対する基

礎知識を学ぶ講座 
 
 

８－６ 認知症にやさしい地域づくりの推進 

【担当所管課】介護予防・地域支援課 

・区民一人ひとりの認知症に対する正しい理解を促進するため、アクション

講座（世田谷版認知症サポーター養成講座）や認知症に関する講演会を実

施します。 

・認知症にやさしい地域づくりに関する情報や区の取組みを、区民や事業者

等に周知します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

認知症への理解が深まる講座

の受講人数  
3,360 人 3,540 人  

次期世田谷

区認知症と

ともに生き

る希望計画

に基づく目

標値 

次期世田谷

区認知症と

ともに生き

る希望計画

に基づく目

標値  

認知症にやさしい地域づくり

に関する周知 
検討 実施 継続 継続 
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●施策の目標 

ＵＤの取組みを広げる担い手を育成し、ＵＤ理解促進を図ります。 

［関連する SDGs］ 

     

●施策の基本的な考え方 

ユニバーサルデザインの取組みに関心があり、区の事業を共に推進する区民

を育成し、ユニバーサルデザインに関わる事業や区民の活動について、専門家

や利用者、様々な当事者と協働した取組みを進めます。 

区職員がユニバーサルデザインを意識した行政サービスの必要性について、

様々な研修プログラム等を通じて理解を深め、それぞれの実務に活かすことを

推進します。 

また、小中学校においては、ユニバーサルデザインの考えを内包するインク

ルーシブ教育について、教職員の専門性を高めながら推進します。 

 

（１）ユニバーサルデザインの担い手づくり 

ＵＤを広げる担い手を増やし、区民と協働してユニバーサルデザインのまち

づくり推進に取り組みます。 

 

（２）防災知識を有する人材の育成と協働 

過去の災害では、避難所における女性や高齢者・障害者などに対する配慮不

足について、課題が多く挙げられたことから、高齢者、障害者、外国人、妊産

婦、子ども等の多様性を認め合う視点を防災の取組みに反映させるため、区内

取組み方針３ 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり 

施策９ ユニバーサルデザインの 

担い手づくり 
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在住で防災に関心のある女性を対象に、せたがや女性防災コーディネーターを

育成し、協働を目指します。 

 

（３）ユニバーサルデザインの実務に即した職員研修の実施 

ユニバーサルデザインの理念についての学習や福祉体験、「やさしい日本語」

に関するものなど、より実務に即した研修プログラムを実施します。 

 

（４）インクルーシブ教育を担う教職員の専門性向上 

子ども一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、多様性を尊重しながら、地域

共生社会で自分らしく生きることができるよう、教職員の専門性の向上等に取

り組み、すべての子どもが共に学び、共に育つことができる、ユニバーサルデ

ザインの考えを内包したインクルーシブ教育を推進します。 
 
 

●取組み内容 

９－１ ユニバーサルデザインの取組みを広げる担い手づくり 

【担当所管課】都市デザイン課 

・ユニバーサルデザインのまちづくりに関心があり、区のユニバーサルデザ

イン推進事業などに一緒に取り組む仲間（ＵＤサポーター）を増やします。 

・ＵＤサポーターの活動は次に掲げるものとし、多くの参加の機会を設け、

ＵＤの普及及び啓発を積極的に担うこととします。 

① 小学校への出張講座のアシスタント等を行います。 

② UD の普及啓発のワークショップ（まち歩き、UD 点検など）への参

加や、区のアシスタント等を行います。 

③ ＵＤ普及啓発冊子「ＵＤスタイル」の編集協力をします。 

④ 障害当事者メンバーにおいては、建物を整備する際のサイン計画等

にアドバイスをします。 

⑤ ＵＤに関する調査等への協力や、ＵＤ普及啓発事業等に参加します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ＵＤサポーターの育成と参加

機会の創出 

ステップ 

アップ講座

実施 

ＵＤサポー

ター養成 

講座実施 

ステップア

ップ講座 

継続 

ＵＤサポー

ター養成 

講座継続 
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９－２ 防災に関する担い手の育成 

【担当所管課】災害対策課、総合支所地域振興課 

・養成講座を実施し、男女共同参画の視点をはじめ、多様性を認め合う視点

を避難所運営に反映するため、区内在住で防災に関心のある女性を対象に、

せたがや女性防災コーディネーターを育成します。    ［災害対策課］ 

・せたがや女性防災コーディネーターを講師とした地域住民向け研修を実施

します。                      ［災害対策課］ 

・災害時に配慮を要する人の避難を想定した、地域住民を対象とした避難所

運営訓練を実施します。           ［総合支所地域振興課］ 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

せたがや女性防災コーディネ

ーター養成講座の修了人数 
２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

地域啓発研修（HUG 訓練等）

の参加人数 
５１０人 ５１０人 ５１０人 ５１０人 

 

 

９－３ 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施 

【担当所管課】都市デザイン課、研修担当課 

・職員に対し、ユニバーサルデザインの理念研修と多様な人との意見交換や

体験を組み合わせ、より実感できる研修プログラムを企画し実施します。

また、所管課の要望を取り入れながら、研修テーマ（施設整備や住宅改修

など）を検討します。              ［都市デザイン課］ 

・車椅子体験や、障害のある当事者講師のお話を直接伺う機会を設けた職員

必修研修を実施します。               ［研修担当課］ 

写真 4-1７ 

立体コピーの設計図を触って確認している様子 
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年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ユニバーサルデザインに関す

る研修等の実施 
３回 ３回 ３回 ３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－４ 「やさしい日本語」研修等の実施 

【担当所管課】文化・国際課 

・日本語に不慣れな外国人住民や高齢者、ことばの理解が困難な人等にも分

かりやすく、日本人にも使いやすいように考案された「やさしい日本語」

の認知・理解をより高め、区全体での活用を強化します。具体的には、各

職場において「やさしい日本語」で対応できるよう、「世田谷区多言語表記

及び情報発信の手引き」を活用し、職員向けに研修を実施します。 

・日本語学習支援のボランティアを希望する人向けの講座において、テーマ

の１つとして「やさしい日本語」を取り扱い、区民への普及・啓発を図り

ます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

職員向け「やさしい日本語」研

修の実施 

区の多文化共生に関する講義、「やさしい日本語」の

置換え事例の紹介等 

日本語学習支援のボランティ

ア希望者向け講座の実施 

日本語学習支援ボランティアとしての心得や基礎知

識に関する講義、学習支援の例の紹介等 

 

 

 

写真 4-1８ 

職員研修 車椅子体験の様子 

（ＵＤ自動販売機の利用） 
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９－５ 教職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 

【担当所管課】教育指導課 

・学校管理職を含む教職員を対象とした「インクルーシブ教育ガイドライン」

に関する研修を通じて、教職員のユニバーサルデザインに対する理解を深

めます。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

教職員研修の実施 実施 継続 継続 継続 
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●施策の目標 

整備基準に基づく誘導やスパイラルアップによるＵＤ整備の質の向上を図

ります。 

［関連する SDGs］ 

     

 

●施策の基本的な考え方 

本施策は、３の取組み方針のすべてに関わる施策として、ユニバーサルデザ

インの取組みを推進します。 

世田谷区バリアフリー条例やユニバーサルデザイン推進条例だけではなく、

国が発出するガイドラインなども参考に、各種整備基準の最新の考え方に基づ

いた施設整備を誘導します。 

また、区立施設の整備においてＵＤ検討会やＵＤ点検を実施するなど、施設

整備における改善、向上等、継続的なスパイラルアップを図ります。 

 

（１）条例や施設整備マニュアル等を踏まえた施設づくり 

ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出の中で、適切な整備の要請、指

導を行うとともに、適宜、整備基準や施設整備マニュアルを見直し、だれもが

利用しやすい施設づくりを推進します。 

 

（２）区立施設のユニバーサルデザイン点検 

だれもが利用しやすい施設とするため、区立施設のＵＤ点検を行い、整備の

質の向上を図ります。 

 

施策 10 ユニバーサルデザインの 

取組みの推進 



６１ 

法律・省令・条例等

の基準に基づき、 

建物等の審査・検査 

を実施 

（３）ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣 

ＵＤ推進事業や区民の活動について、ユニバーサルデザインに関する実務経

験や専門知識を有するＵＤアドバイザーを派遣し、ユニバーサルデザインの質

の向上を図ります。 

 

●取組み内容 

１０－１ 整備基準の適切な運用と見直し 

【担当所管課】都市デザイン課 

・ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出や窓口相談等において、適切

な指導、助言を行います。 

・バリアフリー法や都の条例・規則の改正に合わせ、世田谷区バリアフリー

建築条例及びユニバーサルデザイン推進条例の規定の整備を行います。 

・規定の整備とあわせ「施設整備マニュアル」を見直し、必要に応じて区独

自の基準を追加するなど、適宜改訂を行います。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

条例に基づく指導、助言 
届出 

300 件 

届出 

300 件 

届出 

300 件 

届出 

300 件 

施設整備マニュアルの見直し、

改訂 
適宜 適宜 適宜 適宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０－２ ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施 

【担当所管課】都市デザイン課、庁舎管理担当課、区立施設所管課 

・生活環境の整備の支援や、区立施設の計画段階、設計段階、施工時にＵＤ

検討会を開催します。 

 

図 4-６ 施設整備マニュアル（表紙と参考図の例） 
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・整備が完了した区立施設について、建物の規模や用途を踏まえて、ＵＤ点

検を実施します。 

・ＵＤ検討会及びＵＤ点検はＵＤアドバイザーや区民（ＵＤサポーター等）

と協働し、多様な視点で実施します。 

・ＵＤ検討会及びＵＤ点検により把握した課題等は、関係所管と情報共有し、

その後の施設整備に活かします。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ＵＤ検討会の実施 ２回 ２回 適宜 適宜 

ＵＤ点検の実施 2 回 １回 １回 適宜 

 

 

１０－３ ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣 

【担当所管課】都市デザイン課 

・生活環境の整備の支援や、ＵＤ検討会・UＤ点検には、専門知識のある UD

アドバイザーを派遣します。 

・ユニバーサルデザイン改修などに高い知識を持った専門家・団体等と協働

し、居住支援課で開催する住まいに関するセミナーなどへ、ＵＤアドバイ

ザー派遣ができる仕組みを検討します。 

年次計画（前期計画期間） 

                   

R7 

（2025） 

年度 

R8 

（2026） 

年度 

R9 

（2027） 

年度 

R10 

(2028） 

年度 

ＵＤアドバイザーの派遣 適宜派遣 適宜派遣 適宜派遣 適宜派遣 

専門家・団体等との協働 
仕組みの 

検討 
適宜派遣 適宜派遣 適宜派遣 
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 第５章 ユニバーサルデザインの推進の仕組み 
 

５－１ 施策における取組みの継続的なスパイラルアップ 

（点検・評価・改善） 

 

推進計画（第３期）では、これまでの推進計画で実施してきた点検・評価・改

善の手順により、段階的・継続的な発展を目指したスパイラルアップを行うこと

で、ユニバーサルデザインの質の向上を図り、生活環境の整備を進めていきます。 

具体的には、各施策における取組みについては、事業担当課で点検・自己評価

（Check）を行います。そして、ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの意

見を踏まえ、改善（Action）・計画（Plan）・実行（Do）の、PDCA サイクルで

進めます。 

推進計画全体の基本理念を達成するために、区民の参加・協働を進め、幅広い

視点からの意見を取り入れながら、施策を実行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 PDCA サイクルとスパイラルアップのイメージ図  

スパイラルアップした 
施策 

当初の施策 

基本理念の達成 

推進計画全体の 
スパイラルアップ 

取組みの PDCA サイクル 
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５－２ ユニバーサルデザイン環境整備審議会と 

庁内推進体制による施策の展開 

 

ユニバーサルデザイン環境整備審議会は、だれもが公平・平等に利用できる生

活環境の整備を進めるため、ユニバーサルデザイン推進の１０の施策に対し講

評・提案を行います。事業担当課は、事務局（都市デザイン課）と連携し、ユニ

バーサルデザイン環境整備審議会からの施策の講評・提案をもとに、施策・取組

みについて整備後の点検、自己評価、対応策・計画、整備・実施の手順を繰り返

し、継続的な発展を目指します。 

また、全庁的な推進体制として、ユニバーサルデザイン推進委員会（ＵＤ推進

委員会）を設置し、推進計画の進捗管理等を行うことで施策・取組みの展開を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制 

  

ユニバーサルデザイン環境整備審議会 
（学識経験者、区民、区内活動団体代表及び事業者によって構成) 

  報告 
講評 

提案 答申 諮問 

 庁内推進体制 

事業担当課 事務局 
(都市デザイン課) 

区長 

 

自己評価

結果 

 

進捗状況

の整理 

 

 

ＵＤ推進委員会 幹事会 

 

・推進計画の進捗管理 

・施策・取組みの進行管理 

・年１回の点検・評価 

 

 

ＵＤ推進委員会 

報告 

依頼 
 

指示 

 
報告 

連携 

 

 
対応策 
・ 
計画 

 
自己 
評価 

 

 
整備後 
の点検 

 
整備 
・ 
実施 
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５－３ ユニバーサルデザイン推進に向けた協働体制       
 

区、区民、事業者(商店、鉄道事業者等)及び区内活動団体(ＮＰＯ、地域活動団

体等)が連携・協働し、ユニバーサルデザインの推進、普及啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 ＵＤの協働体制のイメージ図

 

連携・協働 

 

区民 

 

区内活動団体 

 

区 

 

事業者 

世田谷区でのユニバーサルデザインの推進・普及啓発 
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１ 世田谷区の人口等の概況 

２ 世田谷区のユニバーサルデザインのまちづくりの動向と主な取組み 

３ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出と適合状況 

４ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画の検討過程 

５ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 

６ 用語集 
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資料編 - 2 

１ 世田谷区の人口等の概況 

１－１ 人口の推移 

区の人口は、平成６年（199４年）以降増加傾向にあり、令和６年（2024 年）１月

１日現在の人口は 918,141 人である。 

■区の人口の推移                  （各年 1 月 1 日現在） 

西暦 

（元号） 

1994 

（H6） 

1999 

（H11） 

2004 

（H16） 

2009 

（H21） 

2014 

（H26） 

2019 

（H31） 

2024 

（R６） 

世帯数 

(世帯) 
361,696 383,650 409,146 432,753 451,965 479,792 496,436 

総人口

（人） 
776,671 788,776 815,005 845,807 867,552 908,907 918,141 

外国人 

人口＊ 

（人） 

14,041 13,426 15,067 15,704 14,845 21,379 25,537 

※ 住民基本台帳のデータを使用。  

＊外国人人口は、世田谷区に居住地がありかつ住民登録している外国人住民 

     

■区の将来人口推計                   ＊2023 年は実績値 

        西暦 

            （元号） 

2023 

（R5） 

2028 

（R10） 

2033 

（R15） 

2038 

（R20） 

2043 

（R25） 

総人口（人） 915,439 921,265 928,458 935,095 937,093 

日本人（人） 892,345 893,511 895,043 894,821 890,788 

外国人人口（人） 23,094 27,754 33,415 40,274 46,305 

※「世田谷区将来人口推計」（令和５年（2023 年）７月）のデータを使用。 

      

■区の将来人口推計（年齢３階層別人口比率※） ＊2023 年は実績値 

西暦 

（元号） 

2023 

（R5） 

2033 

（R15） 

2043 

（R25） 

年少人口（人） 
106,440 

（±０） 

89,192 

(-17,248) 

86,246 

(-20,194) 

生産年齢人口（人） 
622,265 

（±０） 

625,827 

(3,562) 

597,074 

(-25,191) 

老年人口（人） 
186,734 

（±０） 

213,439 

(26,705) 

253,773 

(67,039) 

※ 「世田谷区将来人口推計」（令和５年（2023 年）７月）のデータを使用。 

※ 外国人人口を含む。 

  年少人口＝０～14 歳、生産年齢人口＝15～64 歳、老年人口＝65 歳以上。 

 



             

資料編 - 3 

１－２ 年齢別人口の推移 

 

■総人口中の年少人口・生産年齢人口・高齢者人口の構成比（各年 1 月 1 日現在） 

西暦 

（元号） 

1993 

（H5） 

1998 

（H10） 

2003 

（H15） 

2008 

（H20） 

2013 

（H25） 

2018 

（H30） 

2023 

（R5） 

総人口 

（人） 
768,224 772,352 795,328 825,782 860,749 900,107 915,439 

年少 

人口 

（人） 

93,150 

（12.1％） 

85,210 

（11.0％） 

85,295 

（10.7％） 

90,701 

（11.0％） 

98,499 

（11.4％） 

106,801 

（11.9％） 

106,440 

（11.6％） 

生産 

年齢 

人口 

（人） 

579,238 

（75.4％） 

573,262 

（74.2％） 

577,865 

（72.7％） 

587,879 

（71.2％） 

597,895 

（69.5％） 

611,398 

（67.9％） 

622,265 

（68.0％） 

高齢者 

人口 

（人） 

95,836 

（12.5％） 

113,880 

（14.7％） 

132,168 

（16.6％） 

147,202 

（17.8％） 

 

164,355 

（19.1％）

（ 

181,908 

（20.2％） 

186,734 

（20.4％） 

※ 住民基本台帳のデータを使用。上表の H20 までの人口は日本人のみの数値。H25 以降

は住民基本台帳法の改正により外国人を含む数値。 

  年少人口＝０～14 歳、生産年齢人口＝15～64 歳、高齢者人口＝65 歳以上。 

出典：世田谷区保健福祉総合事業概要統計編（令和５年度版）  
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